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昨年 12 月 24 日「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る

対策に関する基本法」（「脳循法」）が公布、来年 4 月の施行予定に向け全国で「脳循法」に

対応した体制整備が必要になった。群馬では PSLS や ISLS コースの継続開催による人材養

成、GSEN による脳卒中受け入れ病院や治療成績の公表、県 MC 協議会検証医による病院前

救護の事後検証など、病院・消防・行政の三位一体の取り組みにより、脳卒中の医療格差

も検証してきた。脳梗塞の血栓回収術の普及を軸に、「脳循法」に明記された、救急隊を中

心とした人材養成、専門的な医療を提供する医療機関の整備、病院・消防・行政の連携強

化、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の運用厳格化に対応した症例情報など

のデータベース構築などの諸点について、現状の確認と「脳循法」施行に対応した今後の

課題について報告する。 


